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平
成
26
年
９
月
１
日
現
在

の
自
主
防
災
組
織
の
組
織

率
は
83
・
５
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
世

帯
数
は
約
４
万
１
千
世
帯
、
組
織

員
数
は
約
９
万
７
千
人
で
あ
る
。

　

特
に
、
市
街
地
で
は
、
組
織
率

が
伸
び
悩
ん
で
い
る
地
域
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
、
核
家
族
化
や
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
が
進
み
、

人
間
関
係
が
希
薄
化
す
る
こ
と
で
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
つ
な
が
り
も

薄
れ
て
い
る
現
状
に
よ
る
も
の
と

認
識
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
校

区
自
治
会
で
の
防
災
説
明
会
を
は

じ
め
、
組
織
及
び
自
治
会
が
結
成

さ
れ
て
い
な
い
地
域
や
マ
ン
シ
ョ

ン
な
ど
を
対
象
に
、
自
主
防
災
組

織
の
結
成
を
促
す
説
明
会
を
実
施

し
て
お
り
、
今
後
も
地
道
に
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
。

市
内
に
は
、
現
在
、
476
か

所
の
土
砂
災
害
危
険
箇
所

が
あ
り
、
毎
年
６
月
の
土
砂
災
害

防
止
月
間
に
愛
媛
県
や
消
防
、
そ

の
他
関
係
機
関
と
の
合
同
点
検
や
、

台
風
時
に
は
パ
ト
ロ
ー
ル
に
よ
り

現
状
を
把
握
し
て
い
る
。

　

土
砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
く
区

域
指
定
は
、
県
が
土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

を
行
っ
て
お
り
、
現
在
、
市
内
全

体
の
476
か
所
の
う
ち
、
指
定
済
み

は
76
か
所
で
あ
る
。
未
調
査
箇
所

に
つ
い
て
は
、
今
後
、
早
急
に
調

査
す
る
よ
う
要
望
し
て
い
き
た
い
。

　

土
砂
災
害
対
策
に
係
る
施
設
整

備
に
つ
い
て
は
、
平
成
16
年
度
以

降
、
砂
防
事
業
（
砂
防
ダ
ム
）
が

30
か
所
で
34
基
、
急
傾
斜
地
崩
壊

対
策
事
業
３
か
所
、
が
け
崩
れ
防

災
対
策
事
業
４
か
所
の
整
備
が
完

了
し
て
い
る
。
今
後
も
、
県
に
対

し
て
要
望
を
行
い
、
整
備
を
進
め

て
い
く
考
え
で
あ
る
。

　

土
砂
災
害
に
備
え
た
警
戒
避
難

体
制
は
、
被
害
が
予
測
さ
れ
る
山

際
の
23
自
治
会
と
の
相
互
連
絡
体

制
や
、
過
疎
地
防
災
情
報
モ
ニ
タ

ー
か
ら
の
情
報
を
得
る
手
段
も
平

時
か
ら
確
立
し
て
い
る
。
ま
た
、

平
成
27
年
度
完
了
を
目
標
に
同
報

系
防
災
行
政
無
線
の
整
備
を
進
め

て
い
る
ほ
か
、
防
災
情
報
な
ど
を

迅
速
に
提
供
で
き
る
西
条
市
安

全
・
安
心
情
報
お
届
け
メ
ー
ル
の

配
信
を
開
始
し
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
防
災
・
減
災
対

策
の
第
一
歩
は
、
市
民
一
人
一
人

が
、
自
身
が
住
む
地
域
の
危
険
箇

所
や
避
難
場
所
な
ど
を
知
る
こ
と
、

つ
ま
り
、
地
域
の
こ
と
を
よ
く
知

る
こ
と
に
あ
り
、
現
在
、
防
災
説

明
会
な
ど
を
精
力
的
に
開
催
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

自
主
防
災
組
織
の
結
成
が

進
ま
な
い
現
状
に
あ
る
と

聞
く
が
、
組
織
の
結
成
に
向
け
て
、

ど
う
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
。

教
育
委
員
会
の
改
革
は
、

関
連
法
案
の
成
立
に
よ
り
、

平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら
教
育
委

員
長
と
教
育
長
が
一
本
化
さ
れ
て

責
任
体
制
の
明
確
化
が
図
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
首
長
は
、

教
育
長
を
任
命
又
は
罷
免
す
る
ほ

か
、
重
要
施
策
や
い
じ
め
対
策
な

ど
、
緊
急
を
要
す
る
諸
課
題
を
協

議
す
る
場
と
し
て
、
総
合
教
育
会

議
を
主
宰
す
る
な
ど
の
改
革
が
行

わ
れ
る
が
、
今
回
の
制
度
改
革
を

ど
う
認
識
し
て
い
る
の
か
。

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
は
、
平
成

27
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
さ
れ
る

が
、
同
法
は
、
教
育
の
政
治
的
中

立
性
、
継
続
性
・
安
定
性
を
確
保

し
つ
つ
、
教
育
行
政
に
お
け
る
責

任
体
制
の
明
確
化
や
迅
速
な
危
機

管
理
体
制
の
構
築
、
地
方
公
共
団

体
の
長
と
教
育
委
員
会
の
連
携
の

強
化
、
地
方
に
対
す
る
国
の
関
与

の
見
直
し
な
ど
、
制
度
の
抜
本
的

な
改
革
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　

主
な
改
正
点
と
し
て
は
、
新
教

育
長
は
、
現
行
制
度
の
教
育
委
員

長
と
教
育
長
を
一
本
化
し
た
常
勤

者
で
、
教
育
委
員
会
を
代
表
す
る

こ
と
。
新
教
育
長
の
任
期
は
３
年

と
す
る
こ
と
。
首
長
は
、
議
会
の

同
意
を
得
た
上
で
教
育
長
を
直
接

任
免
す
る
こ
と
。
首
長
が
主
宰
す

る
総
合
教
育
会
議
で
教
育
行
政
の

指
針
と
な
る
大
綱
を
策
定
す
る
ほ

か
、
学
校
の
統
廃
合
な
ど
予
算
が

絡
む
教
育
条
件
の
整
備
や
、
緊
急

時
の
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
協

議
、
調
整
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、

い
じ
め
や
自
殺
の
防
止
な
ど
、
緊

急
の
事
案
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

文
部
科
学
大
臣
が
教
育
委
員
会
に

対
し
て
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
を
明
確
化
し
て
い
る
こ
と
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

な
お
、
今
回
の
法
改
正
は
、
市

民
の
声
を
市
政
に
反
映
さ
せ
て
い

く
こ
と
に
対
し
て
、
教
育
制
度
の

し
く
み
が
強
化
さ
れ
た
も
の
と
理

解
し
て
い
る
。
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答

答

答

現
在
の
組
織
率
は
？

　
　
　
　

 

自
主
防
災
組
織

教
育
は
ど
う
変
わ
る
？

  

教
育
委
員
会
の
制
度
改
革


